
舞
鶴
市
再
犯
防
止
推
進
計
画
を
策
定

　
市
で
は
、犯
罪
な
ど
を
し
た
人
の
円
滑
な
社

会
復
帰
を
支
援
し
、市
民
の
犯
罪
被
害
の
防
止

を
目
的
と
し
た「
舞
鶴
市
再
犯
防
止
推
進
計
画
」

（
令
和
４
年
度
〜
10
年
度
）を
策
定
し
ま
し
た
。

　
本
計
画
で
は
、罪
を
償
い
、や
り
直
そ
う
と

す
る
人
た
ち
が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に

対
し
、再
び
犯
罪
に
手
を
染
め
る
こ
と
が
な

い
よ
う
、伴
走
型
の
相
談
・
支
援
な
ど
を
行
い
、

ま
た
、新
た
な
犯
罪
被
害
者
を
生
み
出
さ
な

い
た
め
の
取
り
組
み
を
推
進
し
ま
す
。

□
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
制
度
の
結
果

　
計
画
案
に
対
し
、市
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ

ン
ト
手
続
制
度（
市
民
意
見
提
出
制
度
）に
基

づ
き
意
見
を
募
集
し
た
結
果
、1
人
か
ら
4

件
の
意
見
の
提
出
が
あ
り
ま
し
た（
募
集
期
間：

1
月
4
日
〜
2
月
3
日
）。寄
せ
ら
れ
た
意
見

は
、計
画
内
容
に
す
で
に
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、

今
後
の
運
用
の
中
で
反
映
す
る
も
の
が
4
件

で
し
た
。

《
閲
覧
で
き
ま
す
》計
画
の
内
容
や
市
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
コ
メ
ン
ト
手
続
制
度
の
結
果
は
、福
祉

企
画
課
、市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
、西
支
所
、加

佐
分
室
、ま
な
び
あ
む
、各
公
民
館
、東
・
西

図
書
館
で
閲
覧
で
き
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
も
掲
載
。

▼
詳
し
く
は
、福
祉
企
画
課（
☎
66・１
０
１
１
）

へ
。

伊藤雋
とし よ し

吉遺品（22点）
【区分】有形文化財美術工芸品（歴史資料）
【所有者】舞鶴市（2022年寄贈）
　舞鶴出身で、海軍次官として鎮守府設置という舞鶴の時
代の転機に活躍した伊藤雋吉にまつわる、男爵を授与され
た書状や能書家としての優れた墨跡などがあります。

市指定文化財新たに４件 問文化振興課（ ☎66・1019）

　3月23日の市文化財保護審議会（加藤晃会長）答申に
基づき、新たに4件を市の文化財に指定しました。これ

井上奥本家文書（一括）
【区分】有形文化財美術工芸品（古文書）
【所有者】個人
　余部上村の庄屋などを務めた井上家(奥本は屋号)に伝来
する近世や近現代などの計3,596点で、鎮守府開設にまつわ
る資料や郷土史に関する資料も残されています。

中舞鶴関連絵図資料（10点）　
【区分】有形文化財美術工芸品（歴史資料）
【所有者】舞鶴市（2012年寄贈）
　余部上に伝わる絵図資料で、鎮守府開設に伴い市街化さ
れ、大きく変貌していく中舞鶴地区の様子を理解するうえ
で貴重な資料です。

布川家文書（一括）
【区分】有形文化財美術工芸品（古文書）
【所有者】舞鶴市（2003年寄贈）
　余部下村の庄屋を務めた布川家に伝えられた近世や近現
代などの計3,372点の文書群で、鎮守府開設にまつわる当時
の資料が多数残されています。

で市内の文化財は国指定・登録などが45件、府指定・
登録などが83件、市指定が122件の計250件となります。

▶『
呉
佐
世
保
視
察
書
』

村
の
代
表
と
し
て
布
川
範
兵
衛

が
先
行
し
て
開
庁
し
た
呉
鎮
守

府
な
ど
を
視
察
し
た
報
告
書

▶『
鎮
守
府
玉
座
正
面
』

　

鎮
守
府
の
正
面
玄
関
の
細
か
い

寸
法
や
デ
ザ
イ
ン
が
書
き
込
ま

れ
た
図
面

▶「
第
十
五
大
区
丹
後
国
加
佐
郡

五
ノ
小
区
余
部
上
村
見
取
図
」

明
治
６（
１
８
７
３
）年
の
余
部

上
村
の
絵
図
。
現
在
と
比
べ
る

と
鎮
守
府
開
庁
で
大
き
く
変
化

し
た
こ
と
が
わ
か
る

▶「
男
爵
授
与
状
」

舞
鶴
で
爵
位
を
受
け
た
の
は
、

旧
藩
主
牧
野
弼す

け
し
げ成
と
伊
藤
雋
吉

の
二
人
だ
け
で
あ
る
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正
す
る
条
例
◇
舞
鶴
市
防
災
会
議
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
◇
舞
鶴
市
の
市
長
及
び

副
市
長
の
給
与
に
関
す
る
条
例
及
び
舞
鶴

市
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
◇
舞
鶴
市
消
防
団
員
等
公

務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◇
河
守
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◇
舞
鶴
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
◇
舞
鶴
市
組
織

及
び
分
掌
事
務
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
◇
舞
鶴
市
行
政
財
産
使
用
料
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
◇
舞
鶴
市
社
会

福
祉
法
人
の
助
成
に
関
す
る
条
例
◇
舞
鶴
市

介
護
福
祉
士
育
成
修
学
資
金
の
貸
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
◇
舞
鶴
市

図
書
館
基
本
計
画
審
議
会
条
例
◇
舞
鶴
市
国

民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

□
そ
の
他

◇
舞
鶴
市
土
地
開
発
公
社
定
款
の
変
更

□
詳
細
情
報
を
公
開
中

　
市
議
会
定
例
会
に
関
す
る
資
料
・
情
報
は
、

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
本
庁
1
階
）で

公
開
し
て
い
る
ほ
か
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
左

コ
ー
ド
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
）で
も
閲

覧
で
き
ま
す
。　
　
　
　
《
総
務
課
》

青
少
年
の
善
行
表
彰
候
補
者
を
募
集

【
対
象
】市
内
在
住
の
満
20
歳
以
下
で
、次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
個
人
か
団
体

市
議
会
３
月
定
例
会

　

 
議
案
を
可
決

　

市
議
会
の
令
和
4
年
3
月
定
例
会
が
令
和

4
年
2
月
24
日
に
開
会
。令
和
4
年
度
予
算
、

条
例
な
ど
市
長
提
案
の
30
議
案
が
審
議
。
原

案
ど
お
り
可
決
さ
れ
、3
月
28
日
に
閉
会
し

ま
し
た
。主
な
内
容
は
、次
の
と
お
り
。

□
補
正
予
算

【
一
般
会
計
】

◇
第
13
号
…
1
億
2
，8
0
1
万
円
の
増
額

◇
第
14
号
…
9
億
6
，4
4
6
万
円
の
増
額

　
こ
の
結
果
、予
算
総
額
は
、歳
入
、歳
出
い

ず
れ
も
4
1
6
億
6
，9
2
1
万
円
と
な
り

ま
し
た
。

【
特
別
会
計
】

◇
下
水
道
事
業
会
計（
第
1
号
）…
予
算
の
条

文
に
重
要
な
資
産
の
取
得
を
追
加
。
◇
病
院

事
業
会
計（
第
2
号
）…
9
2
0
万
円
の
増
額
。

　
こ
の
結
果
、予
算
総
額
は
、10
億
8
，0
8
8

万
円
と
な
り
ま
し
た
。

□
条
例

◇
舞
鶴
市
吏
員
退
隠
料
其
他
給
与
金
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
◇
舞
鶴
市
の
職
員
の

服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
◇
舞
鶴
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
及
び
舞
鶴
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の

採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
◇
舞
鶴
市
消
防
団
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
◇
舞
鶴
市
旅
費
条
例
の
一
部
を
改

◇
高
齢
者
・
障
害
者
な
ど
へ
の
奉
仕
活
動

◇
清
掃
・
除
草
な
ど
の
環
境
美
化
活
動

◇
植
樹・花
い
っ
ぱ
い
運
動
な
ど
の
自
然
保
護・

文
化
財
愛
護
活
動
◇
顕
著
な
発
明
・
発
見
な

ど
の
行
為
◇
災
害
防
止
・
救
助
な
ど
の
行
為

◇
小
さ
な
親
切
な
ど
の
行
為
◇
コ
ロ
ナ
禍
で

の
地
域
活
動
◇
そ
の
他（
上
記
に
相
当
す
る
と

考
え
ら
れ
る
行
為
）　
な
ど

【
対
象
期
間
】令
和
３
年
４
月
１
日
〜
令
和
４

年
３
月
31
日

【
推
薦
で
き
る
人
】満
20
歳
以
上
の
個
人
か
団
体

【
推
薦
方
法
】６
月
３
日
㈮
ま
で
に
所
定
の
用

紙（
子
ど
も
支
援
課
な
ど
に
備
え
付
け
）に
必

要
事
項
を
記
入
し
、同
課（
☎
66
・
１
０
０
８
、

℻  
62
・
７
９
５
７
）へ
。市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
申
し
込
み
可
。

子
ど
も
・
若
者
健
全
育
成
事
業
補
助
金

子
ど
も
・
若
者
の
健
全
な
育
成
・
支
援
に

関
す
る
事
業
活
動
に
助
成
。

【
対
象
・
内
容
】５
人
以
上
で
構
成
す
る
市
内
の

民
間
団
体
な
ど
が
取
り
組
む
自
然
体
験
・
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
・
非
行
防
止
・
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
な

ど
の
経
費

【
補
助
率
】対
象
経
費
の
２
分
の
１（
上
限
額
10

万
円
）

【
申
し
込
み
方
法
】６
月
３
日
㈮
ま
で
に
所
定
の

用
紙（
子
ど
も
支
援
課
な
ど
に
備
え
付
け
）に
必

要
事
項
を
記
入
し
、同
課（
☎
66・１
０
０
８
）へ
。
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【
有
料
広
告
】
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